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【国際特許分類】
   Ｂ６２Ｊ  99/00     (2009.01)
   Ｂ６２Ｊ  25/00     (2006.01)
   Ｂ６２Ｊ  17/06     (2006.01)
   Ｂ６２Ｊ   9/00     (2006.01)
   Ｂ６２Ｊ  23/00     (2006.01)
   Ｂ６２Ｈ   1/02     (2006.01)
   Ｂ６２Ｊ  35/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６２Ｊ  39/00    　　　Ｈ
   Ｂ６２Ｊ  25/00    　　　Ｂ
   Ｂ６２Ｊ  17/06    　　　　
   Ｂ６２Ｊ   9/00    　　　Ｇ
   Ｂ６２Ｊ  23/00    　　　Ｆ
   Ｂ６２Ｊ  23/00    　　　Ｇ
   Ｂ６２Ｈ   1/02    　　　Ｅ
   Ｂ６２Ｊ  35/00    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成21年11月25日(2009.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者が操舵するステアリングハンドルと運転者が着座する着座シートの間の下方に配
置され水冷式エンジンの冷却水を冷却するラジエータと、前記ステアリングハンドルと前
記着座シートの間に配置され運転者が足を載せるステップフロアと、このステップフロア
の前方に配置され上部を運転者側に膨出させこの上部に小物入れを含み前記着座シートに
着座した運転者の足を覆うレッグシールドと、を備えるスクータ型車両において、
　前記ステップフロアは、運転者が足を載せる左右一対の足載せ部と、これら左右の足載
せ部に連結する左右の側壁部及びこれら左右の側壁部をつなぐ上壁により上に凸状に形成
されるトンネル部と、からなり、
　前記側壁部又はこの側壁部に連結する部位で前記小物入れの下方には、開口部が設けら
れ、この開口部に、前記ラジエータに給水管を介して連結され冷却水を給水する給水口を
臨ませるようにしたことを特徴とするスクータ型車両。
【請求項２】
　前記開口部は、前記トンネル部に沿って車体の前後に延設するカバー部材によって覆わ
れていることを特徴とする請求項１記載のスクータ型車両。
【請求項３】
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　前記給水口には、脱着可能に蓋部材が設けられ、この蓋部材は、前記開口部を通じて前
記カバー部材の外方に取り出し可能であることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の
スクータ型車両。
【請求項４】
　前記開口部は、車両の左右の側のうち、前記ラジエータに前記給水管が接続される側に
配置されていることを特徴とする請求項１、請求項２又は請求項３記載のスクータ型車両
。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項記載のスクータ型車両に、サイドスタンドを備え、前記開
口部は、前記サイドスタンドが設けられている側に配置されていることを特徴とするスク
ータ型車両。
【請求項６】
　前記ラジエータの後方には、燃料タンクが設けられ、この燃料タンクには燃料タンクカ
バーが配設され、前記給水口と車体に設けられたエンジンの冷却水を溜めるリザーバタン
クとの間を連結するホースが設けられ、前記燃料タンクカバーにて前記ホースが支持され
ていることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項記載のスクータ型車両。
【請求項７】
　前記リザーバタンクは、前記給水口と異なる側に配設され、前記ホースは車両幅方向に
複数箇所にて前記燃料タンクカバーにて支持され、前記給水口の側の支持部をその他の支
持部から上方または下方にずらすことで前記ホースの曲率半径を大きくしたことを特徴と
する請求項６記載のスクータ型車両。
【請求項８】
　前記カバー部材は、エンジンのメンテナンス用リッドを兼ねることを特徴とする請求項
２記載のスクータ型車両。
【請求項９】
　前記開口部は前記着座シートとほぼ同じ高さで、この着座シートの前方に設けられるこ
とを特徴とする請求項１～８のいずれか１項記載のスクータ型車両。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項８に係る発明では、カバー部材は、エンジンのメンテナンス用リッドを兼ねるこ
とを特徴とする。
　請求項９に係る発明では、開口部は着座シートとほぼ同じ高さで、この着座シートの前
方に設けられることを特徴とする。
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